
パルティせと利用制限のご案内（１月１５日更新） 

 

 

 令和３年８月１５日から行っています、パルティせと３～５階の空調設備更

新工事のため、下記のとおり一部施設が利用できません。 

 何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

工事日程・対象施設 

 

 〇令和３年１２月１５日（水）～令和４年２月２８日（月） 

  ３階  交流広場、パルティせと情報ライブラリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パルティせと市民交流センター 指定管理者 瀬戸まちづくり株式会社 


